
－－　　■■－　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　■



田野畑村の概況

思惟大橋・思案坂大橋
思惟大橋はその昔、この谷を歩いて往来

する苦労に耐えかね、職を辞してしまっ

た役人がいたという逸話が残るほどの難

所であった通称「辞職坂」に架かる、高さ

120メートルの橋。一方、思案坂大橋も「行

こうか、戻ろうか」と思案したことから「思

案坂」と名付けられた難所に架かる橋です。

北山崎
（財）」TBによる全国観光資源評価・自然賓

源海岸の郡で、唯一最高ランクの特A級に

格付けされました。200メートルもの断崖

が約8キロにわたって連なり、名実ともに

日本一の景観を誇ります。海岸線沿いの

自然遊歩道は「遊歩百選」に選ばれました。

田野畑村は岩手県沿岸北部に位置し、南と西側は岩泉町に、北側が普代村に接し、乗は太平洋に面しています。東西に約17キロ、南北
に14キロほどあり、面積は156平方キロ余りです。西部と中央部は、北上

高地から続くなだらかな山々がつくるのどかな風景が広がり、東部の海岸

線は、〝海のアルプス〟とも呼ばれる、隆起海岸がつくる豪壮な断崖となって

います。大部分が山林で、平地は16％程度の山間の地形です。夏は「ヤマ

セ」や親潮の影響を受け冷涼、冬は太平洋型の気候で寒い中にも日照に恵

まれています。

アクセス面では、昭和40年～50年代に模木沢橋・思惟大橋の開通、国

道45号全線改良、三陸鉄道開通、さらに平成18年には三陸北縦貫道路の

一部が整備（現在も進行中）され思案坂大橋が開通するなど、交通基盤が

整備されてきています。

主な産業は水産業と酪農。水産業は、ワカメやコンプなどの豊かな磯根

資源とサケを主体とした定置網漁業がメインで、その品質は市場からも高

い評価を得ていますが、地元の加工業者が少なく、水揚げされる水産物の

大半が村外に一次出荷されていきます。「田野畑ブランド」としての水産品の

付加価値を高めるため、加工部門の拡大が課題となっています。酪農では

コクのある牛乳、ヨーグルトやアイスなどの乳製品とアイガモの生産が注目

を集めています。

豊富な自然資源を有する田野畑村の産業はあらゆる面で発展途上であ

り、産学官の連携など今後の更なる振興と推進に期待が持たれています。

鵜の巣断崖
垂直に約200メートル落ち込む圧倒的なス

ケールを誇る断崖。中腹にウ三ウの巣があ

ることから名付けられました。樹齢100年

余りのアカマツ林内から北を望むと、5列

の岩肌が並び圧巻です。海岸沿いに島越ま

で自然遊歩道が通じています。

サッパ船で行く北山崎断崖めぐり
1トンほどのサツパ船に乗り、羅賀漁港か

ら北山崎までの往復約20キロを1時間ほど

かけ、大型観光船では近づけないコースを

めぐります。断崖の岩肌が間近に迫り、荒

波がくだける風景や岩のトンネルをくぐり

抜けるなど冒険気分を楽しめ、人気があり

ます。

北山崎めぐり観光船
島越漁港から発着する遊覧船。迫り来る断

崖が次々現れ、展望台からとは一味異なる

大パノラマを堪能。また船を追いかけてく

るウ三ネコへの餌付けも楽しみです。4月1

日から11月30日まで、1日6便運航。

田野畑の水産業
親潮と黒潮がぶつかる三陸沖は世界三大漁

場の一つ。沿岸では良質のワカメやコンプ、

さらにそうした海藻で育ったり二、アワビ

が採れます。また、沖ではサケをはじめ

としたさまざまな魚介頬が水揚げされ、新

鮮・美味な四季それぞれの多彩な味覚が味

わえます。

田野畑の農産物
主力品目であるホウレンソウやダイコンを

はじめブロッコリーやピーマン、マックケ

など種類は豊富。適地適作による品質は市

場でも高い評価を得ています。また、新た

な特産品として、お浸しや刺身のツマとし

て使われるハマボウフウにも期待が高まっ

ています。

たのはた乳製品
ストレスを与えない牧童を中心に飼育され

るなど、生育環境から徹底して気を配られ

た牛の生乳から作られる、逸品の数々。牛

乳本来の風味に加え、驚くほどの甘さが特

徴の「たのはた牛乳」をはじめ、その牛乳を

使用して作られるヨーグルトやアイスク

リームなど、全国的に人気があります。



助成制度

田野畑村企業立地優遇制度
田野畑村に新たに立地する企業及び個人、または村内で事業を拡大する企業及び個人の
指定事業者は、以下の奨励措置を講ずる事ができます。

㊥企業立地奨励金の交付

・事業の開始日以後固定資産税が最初に賦課される年度から

3年度の間、その納付すべき各年度の固定資産税を基準と

した額及び、固定資産賃借料の年額の3倍（月額の場合は36

倍）に相当する額に100分の1．4を乗じて得た額の合計額を

交付することができる。

㊥雇用奨励金の交付

・新規雇用者を事業の開始から起算して1年以上引き続き雇

用しているときは、1年度に限り雇用奨励金を交付するこ

とができる。

・雇用奨励金の額は、新設及び増設の場合にあっては新規雇

用者1人につき30万円とし、既存事業者の場合にあっては

新規雇用者1人につき10万円とする。ただし、その額は、

新設の場合にあっては900万円、増設の場合にあっては450

万円、既存事業者の場合にあっては200万円を限度とする。

㊥福利厚生奨励金の交付

・従業員の寮、保育施設、休憩室及び送迎用バス等の福利厚

生施設を施設の新設又は増設したときから1年以内に設置

又は購入した場合に、当該経費の2分の1の額を交付するこ

とができる。ただし、その額は、1指定事業者につき200万

円を限度とする。

㊥利子補給金の交付

・施設を建設するため、施設及び設備並びに敷地の取得又は

造成（当該施設の設置のための取得又は造成に限る）に要す

る資金を金融機関から借入れたときは、他に村から利子補

給金を交付している場合を除き、当該借入金に係る利子補

給金を交付することができる。

・利子補給金の額は、当該借入金に規則で定める率を乗じて

得た額又は借入利息の返済額の2分の1のいずれか低い額と

する。この場合において、利子補給の対象となる当該借入

金の額は、3億円を限度とする。

・利子補給金を交付する期間は、事業の開始日以後の最初の

利子の支払日又は元金償還日の翌日から起算して3年間と

する。

1．施設の設置に係る投下固定資産総額が、操業開始日におい

て、新設にあっては2′000万円以上で新規雇用の常用の従

業員が5人以上、増設にあっては300万円以上で新規雇用の

常用の従業員が2人以上であること。

2．既存事業者が新規雇用の常用の従業員のみを増員する場合

にあっては3人以上であること。

3．事業者及び構成する役員等に村税及び公共料金に滞納がな

いこと。
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●交通案内

交通情報

至仙台・東京
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